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パブリック・コメントに寄せられた意見等について 

 
○意見募集期間：平成 24 年 12 月１日～平成 25 年 1 月８日 

○意見提出件数：  29 件（提出者：４人） 

○反映した意見数： ５ 件 

 

 

No 
該当 

箇所 
いただいたご意見の概要 教育委員会の考え方 

計画

修正

の 

有無 

１ 

全
体
に
関
し
て 
大
人
の
読
書
啓
発 

 

 

 

 

子どもの読書環境を整えることに

集中した計画案になっているが，子

どもの世界は大人社会の縮図であ

るということがよく言われている。

子どもたちは，大人の背中を見て育

ち，あこがれる大人社会の模倣をし

ながら成長していく。子どもの読書

環境を整えることは必要だが，その

ことはある程度成功し，周知されて

いる現在にあっては，大人社会の読

書習慣を促進する必要がある。 

第一章１．のなかに，”読書は自ら

学ぶ楽しさや知る喜びを体得し，知

的好奇心を培います。”とある。大

人も同様で，読書をすることで自ら

考え，学び，この社会をどのように

してゆくべきか，考えなければなら

ない存在だ。私たち大人がそれを考

えることで，子どもも自ら考え，学

ぶことをまねるものと思う。第二章

１．④「大人が子どもたちの身近に

いて，その役割を果たす必要があり

ます。」⑤「読書の大切さを家族や

子どもの身近にいる大人が理解す

るための啓発活動を行います。」と

あるとおり，大人に対する啓発活動

が大切だと思う。しかし，そのあと

に続く計画の体系図の中に，大人の

読書環境の整備が一つも載ってい

ないので，整備について検討してほ

しい。 

 

 

 

 

ご指摘のとおり大人の読書習慣が，

子どもの読書にも良い影響を与える

と考えます。「第３章 具体的な計

画の内容」の＜乳幼児を対象とした

新規・拡大事業＞（ｐ１２），＜小学生

を対象とした新規・拡大事業＞（ｐ１

７），＜中学生を対象とした新規・拡

大事業＞（ｐ２１），の表中および「３．

地域における読書活動の取組み」（ｐ

２３）で，「家庭における読書啓発」

として家族で一緒に読書を楽しめる

取組みを行うことを記載しました。

また，市立図書館では児童文学関係

の講演会（ｐ１２，１３，１７，２１，２

３）を行っており，子どもの読書に関

心のある大人の方に多数参加してい

ただいています。この計画は「子ど

も」と「読書」に特化した計画です

ので，大人に対しての読書には言及

していませんが，各図書館の日常サ

ービスを通し，大人の読書の啓発等

の整備を行っていくよう課題として

受けとめます。 

無 
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No 
該当 

箇所 
いただいたご意見の概要 教育委員会の考え方 

計画 

修正 

の 

有無 

 

 

 

 

２ 第
１
章
～
第
３
章 

「
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
」 

の
発
行 

 

 

ブックリストの発行は，カラーにな

ってとても見やすく勧めやすい。よ

り良い形で継続されていくことを

望む。 

 

 

ブックリストのカラー化は好評な

ので，今後も継続するように努めま

す。 

無 

 

 

 

 

 

３ 

第
３
章
１
．（
４
）
市
立
図
書
館

の
役
割 

文
中 

限られた予算の中で，現在出版され

ている雑誌は趣味や興味に関する

もの，時事ネタで長期的な利用価値

が低い物など，読書という観点から

いくと多様な図書の充実といって

も，コストパフォーマンスに欠ける

所があるように思える。雑誌を縮小

する代わりに，障害者向けや子ども

向け，あるいは専門書など本の充実

を図ることを検討してほしい。 

市立図書館はさまざまな年代の利

用者に蔵書を提供することを考え

て資料収集しています。雑誌は,「国

分寺市立図書館資料選定事務取扱

い基準」に基づきさまざまなテー

マ・最新の時事など雑誌の特性を活

かした収集を行っています。今後も

障害者向けや子ども向けの図書の

充実を図ります。 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

第
３
章
１
．（
４
）
市
立
図
書
館
の
役
割 

文
中 

連
携
に
つ
い
て 

主に市立図書館と学校との連携を

どのように考えているのか。団体貸

出をすること，お話の出前をするこ

とだけが連携ではないのではない

か。 

 

学校と市立図書館の連携は職場体

験・社会科見学の受入れ，調べ学習

の支援，おはなしの出前事業など

や,学校との連絡協議会での情報交

換を行っています。学校にかかわる

市民の支援として，市民がおはなし

の出前を行う際の資料支援や学級

文庫への団体貸出,読み聞かせ講習

会を行っています。 

市立図書館では，市内各学校の担当

する館を決め，担当校の教員,図書

指導担当と市立図書館の児童担当

者が常に連絡を取り合い，必要な資

料のアドバイスなど連携を行って

います。 

 

無 

５ 

第
３
章
２
．
（
１
）
～
（
４
）
各
年
代 

 
 

表
中
「
２
障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
へ 

 

の
図
書
資
料
な
ど
の
充
実
」 

障害のある子ども達への図書資料

の充実について，学校図書館にも情

報提供があると良い。 

 

 

 

 

 

学校図書館に対して，障害のある子

ども達への図書も含め，今後もさま

ざまな情報を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無 

ｐ２,10 

ｐ11,12 

ｐ14,16 

ｐ18,19 

ｐ22 

ｐ９ 

ｐ９ 

ｐ11,15 

ｐ16,20 

ｐ22 
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No 
該当 

箇所 
いただいたご意見の概要 教育委員会の考え方 

計画 

修正 

の 

有無 

 

 

 

 

 

６ 

第
３
章
２
．（
２
）
文
中 

小
学 

 
 

校
図
書
館
「
学
校
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」 

 

「学校図書館業務の学校ボランテ

ィアは，司書教諭・図書指導担当の

指示に従って作業すること」を文中

に明記してほしい。学校図書館は，

児童生徒の図書館利用個人情報も

扱うため，学校ボランティアが作業

主体になることは避けなければな

らないと考える。 

 

 

現在，学校ボランティアを活用して

いる学校もあります。ここでは学校

ボランティアの活用を薦めていま

す。具体的な作業については各学校

での対応となります。 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

第
３
章
（
２
）
文
中
・
表
中 

小
学
校
図
書
館 

 
 

 

「
６
学
校
図
書
館
の
地
域
開
放
」 

 

「地域開放を進める必要がありま

す。」の後に，「ただし学校図書館は

「教育課程の展開に寄与する」（学

校図書館法）存在であるので，地域

開放時の本棚の乱れや図書の紛失

などにより授業に支障をきたすこ

とがないよう，地域開放の内容は慎

重に検討する。」を追記してほしい。

授業のない（利用者のいない）時間

帯にしかできない学校図書館業務

（司書教諭・図書指導担当）もある。

「地域開放のために学校図書館が

あるのではなく，その学校の児童生

徒の教育のために学校図書館はあ

るということを念頭に置き地域開

放を展開する。」も併記してほしい。                                                       

                               

同様意見ほか１件 

 

「学校図書館の地域開放」は「第四

次国分寺市長期総合計画後期基本

計画」にて計画している事業で，「国

分寺市立学校図書館の地域開放検

討委員会」で検討しました。学校図

書館の設置にかかわることであり，

理念を踏まえた上で行うべき事業

です。関係各課・学校などと協議し

進める必要があり，今後検討すべき

ご意見と受けとめます。 

無 

 

 
 

 

８ 

 

第
３
章
２
．（
２
）
小
学
生
に
向
け
た
取
組
み 

表
中
「
１
学
校
図
書
館
の
充
実
」 

 

クラス数の多い大規模校は学校図

書館の授業利用も小規模校の倍に

なる。大規模校児童の読書環境をよ

りよくするために人員配置を考慮

することが必要なのではないか。 

 

 

 

 

各校の実情を踏まえて，効果的な人

員の配置に努めてまいります。 

 

 
 

 

 

無 

 
 

９ 

学校図書館の充実の内容中，「…適

切にアドバイスできるように」の後

に，「学校図書館システムも導入さ

れている以上，市内全校の最低限の

技術レベルの統一を図る。」を追記

してほしい。 

各校に配置している図書指導担当

の資質能力を一定水準確保してい

くには，情報交換会や研修の充実が

不可欠であると考えます。回数や内

容については，その時点での実情や

課題等を踏まえて効果的かつ柔軟

に対応していく必要があるため，あ

えて計画では記載しておりません。 

 

 

 
 

 

 

無 

 

ｐ１３ 

ｐ１３ 

ｐ１５ 

ｐ１５ 
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No 
該当 

箇所   
いただいたご意見の概要 教育委員会の考え方 

計画 

修正 

の 

有無 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 
 
 
 
 
 

第
３
章
２
．（
２
）
小
学
生
に
向
け
た
取
組
み
（
３
）
中
学
生
に
向
け
た
取
組
み 
表
中 

 

「
１
．
学
校
図
書
館
の
充
実
」 

図書指導担当の研修は欠かせない

ので，研修の重要性をいうのであれ

ばもう尐し市が主体となって計画

しても良いのではないか。 

 

 

 

各校に配置している図書指導担当

の資質能力を一定水準確保してい

くには，情報交換会や研修の充実が

不可欠であると考えます。回数や内

容については，その時点での実情や

課題などを踏まえて効果的かつ柔

軟に対応していく必要があるため，

あえて計画では記載しておりませ

ん。 

 

 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

学校図書館活動を支える部署の設

置に向け検討をすすめてほしい。そ

の機能は学校図書館（図書指導担

当）をまとめ，市立図書館との連携

や学校の教員に向けた学校図書館

活用研修なども担う。第二次子ども

読書活動推進計画を実現するため

にも検討を望む。 

 

同様意見ほか 1 件  

 

 

 

 

 

 

 

学校図書館活動を支える仕組みに

ついては，公共図書館の児童担当に

よる支援や，図書指導担当の情報交

換会及び研修を最大限活用してい

くことを考えています。その上で，

必要に応じて新たな支援策を検討

していくこととします。 

無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

第
３
章
２
（
２
）
小
学
生
（
３
）
中
学
生 

表
中 

「
調
べ
学
習
の
資
料
の
充
実
・
活
用
」 

 

 

 

「…資料を活用した調べ学習の方

法を学校図書館の図書指導担当や

市立図書館職員が児童・生徒に指導

する。」の後に，「指導に当たり学校

図書館の図書指導担当や市立図書

館職員は指導方法を研修で身に付

ける。」を追記できないか。調べ学

習の指導には図書資料だけでなく，

日々進歩する情報検索技術も含め

た様々なメディアを活用できるこ

とが望ましい。そのためには常にス

キルアップをしていく必要がある。 

 

 

この項目は「資料の充実」について

述べています。研修については，

「１．学校図書館の充実」内の，小

学校は「適切にアドバイスできるよ

うにするために」以降の文章を変更

し「各校の情報交換会の充実や，指

導方法の研修等の拡充を図り，支援

を行う。」（ｐ１５）とします。中学校

は,「また各校の教員，図書指導担

当の情報交換会の充実・研修の継

続」に続けて「指導方法の研修等の

拡充を図り支援を行う。」（ｐ１９）と

します。 

有 

 

ｐ１５ 

ｐ１９ 

ｐ１５ 

ｐ１９ 
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No 
該当 

箇所 
いただいたご意見の概要 教育委員会の考え方 

計画 

修正 

の 

有無 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 
 
 
 

第
３
章
２
．（
２
）
小
学
生
（
３
）
中
学
生 

表
中 

 
 

「
調
べ
学
習
の
資
料
の
充
実
・
活
用
」 

「児童生徒の使用する教科書を 1

セットは学校図書館（図書準備室な

ど）に設置し，教科書の内容と照合

しながら図書の購入や調べ学習支

援をする」を追記してほしい。 

校内の連携を図っていくことで，教

科書の内容に沿った調べ学習が進

められると考えます。学校に対して

連携を深めるよう周知徹底を図っ

ていきます。 

無 

14 

 

 

本来子供への指導を行うのは教員

であるが，司書が代わりに行ってい

る部分もあるため，今後教員への研

修といったサポートを充実させる

ようにするといった表記にすべき

ではないか。 

 

ご指摘のとおり，本来，児童・生徒

への指導を行うのは教員であり，教

員と図書指導担当との役割分担に

ついて，今一度，学校に対し周知徹

底を図っていきます。 

無 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

第
３
章
２
．
（
２
）
小
学
生
に
向
け
た
取
組
み
（
３
）
中
学
生
に
向
け
た
取
組
み 

表
中
「
図
書
の
運
搬
方
法
の
検
討
」 

図書の運搬方法について，ようやく

検討され始めたことを嬉しく思っ

ている。一日も早い実施を望む。 

 

この計画では，ご指摘の図書の運搬

方法も課題として捉えています。

「第３章 具体的な計画」の内容の

中で＜小学生を対象とした新規・拡

大事業＞（ｐ１５），＜中学生を対象

とした新規・拡大事業＞（ｐ１９）の

表中で指摘しています。 

無 

 

 

16 

 

 

 

 

 

「資料の交換の手段については有

効な輸送方法の検討が必要」国分寺

の子どもたちにとって有益な事業

であり大きな前進と評価できる。検

討をすすめるにあたり，市立図書館

と学校，学校指導課とあるが「学校

図書館図書指導担当による現場の

声を反映した事業となるよう「学校

と市立図書館連絡会」等を活用す

る」を加筆できないか。 

 

 

 

「図書館と学校間の本の運搬につ

いて，「学校と市立図書館等連絡協

議会」などを活用し，学校，学校指

導課，市立図書館で検討を進める。」

（ｐ１５，１９）と追記します。 

 

有 
 

 

ｐ１５ 

ｐ１９ 

 

 

ｐ１５ 

ｐ１９ 
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No 
該当 

箇所 
いただいたご意見の概要 教育委員会の考え方 

計画 

修正 

の 

有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

小
学
生
・
中
学
生 

表
中
「
市
立
図
書
館
と
学
校 

図
書
館
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
連
携
」 

 

 

 

 

 

市立図書館と学校図書館のコンピ

ュータシステムの連携が現状では

不足である。次期システムの検討時

には学校図書館図書指導担当の意

見も聞くことが望ましいのではな

いか。 

市立図書館と学校図書館のコンピ

ュータシステムの連携は，現システ

ムでより有効な機能を持たせるよ

うに検討を重ね，現在利用していま

す。 

次期システムの構築にあたり，より

利用しやすいシステムになるよう

検討を進めます。 

無 

 

 

 

 

18 

 
 
 

第
３
章
２
．（
２
）
小
学
生
に
向
け
た
取
組
み
（
３
）
中
学
生
に
向
け
た
取
組
み 

 
 
 
 

 

表
中
「
学
校
と
市
立
図
書
館
等
の
連
絡
協
議
会
」 

 

 

 

 

「学校と市立図書館等連絡協議会」

の名称を「学校図書館と市立図書館 

の連絡会」にしてはどうか。 

 

 
 

学校図書館に限定するのではなく，

教員等も含めた学校全体との連絡

協議会であるため，学校のままとし

ます。 

無 

19 

 

 

 

連絡会をより中身のあるものにで

きるとよいと思う。学校と学校図書

館と市立図書館の状況を知ること

ができるようになるとよいと思う。 

 

 

 

連絡協議会は現在年３回行ってお

り，学校と市立図書館・学校指導課

が情報交換のできる貴重な場とな

っています。今後もより充実した連

絡協議会になるように進めていま

す。 

無 

20 

 

学校と市立図書館の連絡会の内容

中の「…定期的に開き情報交換を行

う。」の情報交換の議題例として，

「資料の輸送手段の協議など」を付

記できないか。 

 

 

学校と市立図書館等連絡協議会で

はその都度必要な事項を協議して

います。資料の運搬手段につきまし

ては「３．図書の運搬方法の検討」

の表中に「図書館と学校間の本の運

搬について，「学校と市立図書館等

連絡協議会」などを活用し，学校，

学校指導課，市立図書館で検討を進

める。」（ｐ１５，１９）と追記します。 

 

 

有 

 

ｐ１５ 

ｐ２０ 

 

ｐ１５ 

ｐ２０ 



            

  7 

No 
該当 

箇所 
いただいたご意見の概要 教育委員会の考え方 

計画 

修正 

の 

有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

小
学
生
・
中
学
生 

表
中
「
学
級
文
庫
へ
の
「
団
体

貸
出
用
セ
ッ
ト
」
の
継
続
・
充
実
」
「
中
学
生
向
け

団
体
貸
出
セ
ッ
ト
の
利
用
促
進
」 

学級文庫への団体貸出用セットの

継続，充実についてだが，セット数

が限られているために，借りたいと

思ったときに借りられないことが

ある。貸出日数や貸出方法について

再検討が必要ではないか。 

学級文庫の団体貸出用セットにつ

いては，各図書館にそれぞれ小学校

１年生用４セット・２年生用４セッ

ト・中学年４セット・高学年４セッ

ト，中学校は５セットを用意してい

ます。今後も継続して増やしていく

予定です。運用については，利用し

やすいように今後見直しなどを進

めていきます。 

無 

 

 

 

 

 

 

22 

第
３
章
２
．
（
２
）
小
学
生
に
向
け
た
取
組
み 

表
中
「
１
４
．
地
域
資
料
の
充
実
」 

３年，６年での利用が多いのだが，

子どもに分かる資料がなくて困っ

ている。リストは助かるが，その資

料自体が難しいと結局利用できな

い。毎年必ず学習する単元でもある

ので，サイトのような形でもよいの

で一日もはやくまとめてもらえる

と良い。 

リストについては，現在図書館ホー

ムページで掲載しています。今後は

関係各課と協議を行い，地域の情報

を提供できるよう検討していきま

す。 

無 

 

 

 

 

23 

 第
３
章
（
２
）
小
学
生
（
３
） 

中
学
生 

表
中
「
地
域
資
料
の
充
実
」 

地域資料の充実について，国分寺独

自の資料を充実させていくことは

次世代を担う子どもたちに大切で

あり継続して進めてほしい。 

ご指摘のとおり継続し，進めます。 

 

 

 

無 

 

 

24 

 

「国分寺を知るための子どもの本

（改定版）」小・中学生には学校現   

場でも活用できるように，完成後は

学校図書館へ寄贈できないか。 

 

 

市立図書館では，子どもの本のリス

トを作成するごとに，学校図書館に

数部配布を行っています。また図書

館ホームページにも掲載し，どなた

でも活用していただけるよう工夫

をしています。 

 

無 

ｐ１６ 

ｐ１９ 

ｐ１７ 

ｐ１７ 

ｐ２１ 



            

  8 

No 
該当 

箇所 
いただいたご意見の概要 教育委員会の考え方 

計画 

修正 

の 

有無 

 

 

 

 

 

 

25 

第
３
章
２
．（
３
）
中
学
校
図
書
館 

学
校
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集 

学校指導課の募集は，現在は学校で

募集管理になっているのではない

か。 

学校指導課ではボランティアは募

集していませんでした。「学校指導

課の募集する」を削除して訂正いた

します。（ｐ１８） 

有 

 

 

 

 

 

 

26 

 
 

第
３
章
２
．（
２
）
小
学
校
図
書
館 

 

 
 

（
３
）
中
学
校
図
書
館 

文
中 

 

 

 

「各校の情報交換の充実や研修を

受ける機会を設けます。」の後，「特

に学校図書館図書指導担当者の連

絡会は定期的に実施し，各校の学校

図書館サービスの大きな格差をな

くす。」「最低でも平成 24 年度の開

催回数は維持し，具体的に年○回以

上実施」と明記できないか。 

 

 

 

 

 

各校に配置している図書指導担当

の資質能力を一定水準確保してい

くには，情報交換会や研修の充実が

不可欠であると考えます。回数や内

容については，その時点での実情や

課題等を踏まえて効果的かつ柔軟

に対応していく必要があるため，あ

えて計画では記載しておりません。 

 

 

無 

 

 

 

 

 

 

27 

第
３
章
３
． 

市
立
図
書
館 

文
中 

市
民
か
ら
の
寄
贈
本
の
利
用 

市民が持つ不要本を再利用して，よ

り多く図書の充実を図る方法を検

討してほしい。 

市立図書館では現在も市民の方か

らの寄贈を受けています。「市民の

方にご協力いただき，図書館で利用

できる状態の児童書を，「国分寺市

立図書館資料選定事務取扱い基準」

に基づき，受け入れを行い活用しま

す。」を追記します。（ｐ２３） 

有 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ｐ１８ 

ｐ１３ 

ｐ１８ 

ｐ２３ 


